
資料５

 

2.6 (0.2) ４ (0.5)

（　）は１９年度

（会計期間の運営状況） （都民負担に帰すべきコスト集約）

（単位：億円）

損  益  計  算  書 行政サービス実施コスト計算書キャッシュフロー計算書 貸　借　対　照　表

（会計期間の活動区分別資金の流れ） （期末日の財政状態）

目的積立金
(内数）  ３７
           (37)

積立金
(内数） １９
　　 　　(12)

《資産》
１４０５
(834)

固定資産
(内数）１２８３
　　　　(729)

流動資産
（現金及び預
貯金を除く）
(内数）　７５
            (84)

《負債》
１８５
(165)

固定負債
(内数）１１７
(106)
流動負債
(内数）　６８(59)

《資本》
１２２０
(669)

現金及び預貯金
(内数）４７ (21)

資本金
(内数）１２８５
         (715)

資本剰余金
(内数）△１３５
          (△108)

利益剰余金
(内数）７０ (62)

当期
未処分利益
(内数）  １４
           (13)

※利益剰余金の内訳

《臨時損失》《臨時利益》

《支出》
４５５
(480)

　《期首残高》
　　　２１ (65)

　《期末残高》
　　　３７ (21)

《収入》
４７１
(436)

《費用》
２４５
(196)

 　《①+②+③》
　　　　７３
         (62)

《行政ｻｰﾋﾞｽ
実施ｺｽﾄ》

２３７
(191)

《運営費交付金
等に基づく収益
以外の収益》
　　　　８１
　　　　(67)

①損益外減価償却費相当額　 　　５４　(40)
②引当外退職給付増加見積額　　　２ (△1)
③機会費用　　　　　　　　   　　　   １７  (23)

平成２０年度　公立大学法人首都大学東京　財務諸表の概要について

 　（１）法人は、毎事業年度終了後三月以内に財務諸表を作成し、設立団体の長へ提出し、その承認を受けなければならない。
　（２）法人は、財務諸表及び決算報告書に関し、監事の監査を受けなければならない。
　（３）設立団体の長は、財務諸表の承認をしようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない。
　（４）法人は、設立団体の長から財務諸表の承認を受けたときには、遅滞なく、財務諸表等を一般の閲覧に供しなければならない。

２　平成２０年度財務諸表等の概要及び相互関連図

1　公立大学法人首都大学東京（以下「法人」という。）の財務諸表の取り扱いについて（地方独立行政法人法第３４条）

業務活動
(内数）２１２
　　　　(180)

投資活動
(内数）２３５
         (291)

財務活動
(内数)　　８
            (9)

業務活動
(内数）２４１
　　　　(210)

投資活動
(内数）２３０
         (226)

《積立金取崩額》
　　　　5.3. （1.5）

運営費交付金
等に基づく収
益以外の収益
(内数）　８１
　　　　　(67)

《経常収益》
２５４
(207)

運営費交付金収益

(内数）１５７
         (132)

資産見返負債戻入

(内数） ８ (7)

施設費収益等

(内数） ８ (1)

《積立金取崩額》
　　1.7 （1）

《経常費用》
２４１
(195)

《当期総利益》
　　 　１４ (13)

《資産》
固定資産：高専移管及び従来東京都より無償貸付を受けていた財産の一部が移管された
ことに伴い、東京都より現物出資（土地・建物）を受け、合わせて、構築物、工具器具備品
及び図書等について無償譲与を受けた。このため、今期は固定資産が大幅に増加した。
現金及び預金：高専移管に伴う承継分、未払金に対する準備、定期預金による運用等に
より、４７億円（２６億円増）となった。
《負債》
主な内訳は、地方独立行政法人特有の会計処理で計上される資産見返負債（１０３億円）
などの「固定負債」と、未払金（５６億円）などの「流動負債」から構成。
《資本》
資本金：高専移管及び従来東京都より無償貸付を受けていた財産の一部が移管されたこ
とに伴い、東京都より現物出資（土地・建物）を受け、1，２８５億円（５７０億円増）となった。

《経常収益》
運営費交付金収益：効率化係数として前年比2.5％の減額措置がとられ
ているが、２０年度は高専移管等の理由により交付額が２０億円増加と
なったため、１５７億円　（２５億円増）となった。
授業料収益：高専移管及び産技大の創造技術専攻開設による学生数
の増加等により、５１億円（６億円増）となった。
受託事業等収益：東京都からの受託事業が大幅に増加したことにより、
217.4％増の５億円（２億円増）となった。
《経常費用》
高専の移管に伴う教育経費、研究費、教員人件費、一般管理費等が増
加となったため、２４１億円（４６億円増）となった。

《支出・収入》
業務活動：高専移管に伴い、今期は支出・収入とも約
３０億円増加した。
投資活動：有価証券の取得による支出が１８６億円
（７７億円減）となったが、新たに定期預金の預け入
れによる支出が１５億円を計上するなど、多様で効率
的な投資活動により、昨年度と同様の運用利益（約
5,410万円）を確保した。
《期末残高》
貸借対照表における現金及び預貯金４７億円との差
額１０億円については、定期預金によるもの。
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経常費用
※３

剰余金
（当期末処分利益）

経常費用
※３

剰余金
（当期末処分利益）

経常費用
※３

剰余金
（当期末処分利益）

経常費用
※３

剰余金
（当期末処分利益）

特定運営費交付金
に係るもの

６．４億円（5.8億）

経
常
収
益

経営努力
とみなす
対象

経営努力
認定対象

自己収入等
81億円

※１

標準運営費交付金
（効率化係数対象）

113億円
※２

経営努力
認定対象

経営努力
認定
対象外

剰余金の概要及び利益処分案について（案）

知事の承認を
受ける額

６．３億円
※７

積立金

７．８億円

標準運営費交付金
（効率化係数対象外）

30億円
※２

特定運営費交付金
14億円

※２

自己収入に係るもの
３．３億円（2.8億）

標準運営費交付金
（効率化係数対象）

に係るもの
４．１億円（4.3億）

標準運営費交付金
（効率化係数対象外）

に係るもの
３千万円（１千万）

積立金取崩　1億円

自己収入等によるものは、地方独法会計基準に基づき、経営努力とみなす。
3.3億円

剰余金の発生要因を説明した上で、本来行うべき業務を行ったことを立

業務実績評価の評定「１」「２」がおおむね80％以上あること

学生収容定員の充足率が、
学部で100％、大学院及び高等専門学校で90％以上あること

③剰余金の発生要因

①業務実績評価の活用

②定 員 充 足 率

　　　　・計画どおり事業を実施
　　　　・業務を効率的に実施

損益計算書 剰余金の発生要因 利益処分（案）

認定額

2.7億円

認定額
約3千万円

財
源
別
区
分
の
実
施

認 定 基 準
18

剰
余
金
の
使
途
の
事
前
報
告

認
定

事業別
管理

行なわなかった業務の事業費相当額を認定額から控除※４

事業の中止や業務を効率的に行わなかった場合は
事業別に相当額を認定額から控除※５

大都市で活躍する人材育成  1300万円
産技大の運営　　　　　　　1400万円
その他　　　　　　　　　　 300万円

  授業料等収益　 　58億円
  受託研究等収益　 23億円

※1　自己収入等の内訳

 運営費交付金収益　157億円
 資産見返負債戻入 　 8億円
 施設費収益等　　　　8億円

※2　経常収益（自己収入等除く）の内訳

経常収益 　　　254億円
積立金取崩　　　 1億円
合計　　   　　255億円

経常費用　　 　241億円
当期未処分利益　14億円
合計　　　　   255億円

剰余金
14.1億円(13億)

知事の承認を受ける額
6.3億円(6.2億)

※４　控除額の内訳（効率化係数対象）

翌事業年度に中期計画
に定めた剰余金の使途
に充てることができる

１．4億円

事業進捗、剰余金の発生要因

 業務費　　　 　207億円
 一般管理費　    34億円

※３　経常費用の内訳 ※７　知事の承認を受ける額

  当初案　　　  7.7億円
  控除額　　　△1.4億円
　最終案　　　  6.3億円

外部資金等　　　　　　　　0.3億円
業務の改善等　　　　　　 3.0億円

契約の改善　　　　　　　　0.9億円
業務の改善　　　　　　　　0.6億円
人件費抑制　　　　　　　　0.7億円
その他　　　　　　　　　　　1.9億円

　常勤監事任用せず　　　　　　　　0.2億円
　必要な教員の補充を行わなかった　1.2億円 　その他執行残額 　　　　　　　　 20万円

※５　控除額の内訳（効率化係数対象外）

退職手当　　　　　　　　　　 6.4億円

 大学院博士後期課程学生への経済支援　 0.5億円
 果実活用型基金の創設　　　　　　　　 4.9億円
 効率化推進積立金　　　　　　　　　　 0.9億円

※６ 剰余金の使途の内訳（６．３億円分）

※６

積立金へ

積立金へ

２０万円

評価素案では達成見込み

学部110.9%、大学院101.1%、
産技大で106.0%、高専95.8%で達成

（括弧内は前年度金額）


